
提案理由

徳島県教育振興計画（第２期）を策定することについて，徳島県行政に係る基本計画の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例第３条第１項の規定

により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第５６号

徳島県教育振興計画（第２期）の策定について

徳島県教育振興計画（第２期）を別冊のとおり定める。

平 成２５年 ２ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

再校
第５６号 徳島県教育振興計画（第２期）の策定について １６７

平成25年2月議案
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